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（２）応用訓練の実施について 

イ 技能習得状況の整理 

精神障害のある訓練生は、環境変化への脆弱性があることから、就職活動を開始

する際や訓練が終盤に差し掛かり今後の見通しが持ちにくくなるタイミングで、不

安が高まり、調子を崩すきっかけとなることもあります。 

また、就職活動中は、他の訓練生と自身の訓練や就職活動の進捗状況を比較して

焦りを感じる機会が多くなり、真面目で努力しすぎてしまう特性から「まだまだ足

りない」「この程度では会社で通用しない」といった考えを抱く人もいます。そのこ

とによって、これまでの基礎訓練で習得した知識や技能が十分あるにもかかわらず、

必要以上に頑張りすぎてしまうことや適応支援の中で学んだ安定した職業生活維持

に必要となる適度な休息への意識が薄れ、結果として無理をしてしまう傾向も見ら

れます。 

そのため指導員は、訓練後期の応用訓練の実施に先駆けて、訓練生自身が明確な

見通しを持ち、着実に就職活動を進められるよう、また、安定した状態で訓練後期

の技能訓練を受講できるように、訓練生自身の職業適性を踏まえた習得技能の状況、

就職に際して強みとなる技能的な長所について、訓練生とともに具体的に整理を図

ることが必要となります。 

整理の方法としては、訓練課題の復習により、既に習得した技能を具体的に確認

する機会を取り入れ、対応できていることは再度具体的に評価して、訓練生が自信

と今後へ向けてのモチベーションを持てるよう支援します。これまでに習得した内

容について視覚的に確認することができるようにするといった工夫も効果的と考え

られます。また、確認の結果、不足している点や不安がある点については、訓練生

の状況や就職先の希望に合わせて訓練後期のカリキュラムを再構築することが必要

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就職活動開始、訓練修了が間近で見通しが持てない 

・他訓練生に比べて訓練や就職活動の進捗が遅いと感じてしまう 

 

・必要以上に頑張りすぎてしまう 

→必要な休憩を取らない 

・就職活動に際し現実的な条件整理がで

きず、目の前にある求人に飛びつく

→就職活動失敗 

・これまで構築したリズムが 

崩れ、調子の悪化や自信喪失 

につながる可能性 

・習得技能の具体的な確認 

・必要に応じ訓練カリキュラムの修

正 

・今後、取組む目標が明確になり、

訓練のモチベーションをもって

取り組むことができる。 

 

 

状況整理無 不安・焦り 状況整理有

- 7 - 



- 8 - 
 

 
 
 
 
 

 



- 9 - 
 

 

 

 

 



- 10 - 
 

 

 

 

 



- 11 - 
 



- 12 - 
 

 



- 13 - 
 

 



- 14 - 
 

 
 

 
 

 

 
 



- 15 - 
 

 
 

 

 
 



- 16 - 
 



- 17 - 
 

 
 

 
 

 
 



- 18 - 
 



- 19 - 
 



- 20 - 
 



- 21 - 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
1  

 
 

 
 

 



- 22 - 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



- 23 - 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



- 24 - 



- 25 - 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 26 - 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



- 27 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



- 28 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



- 29 - 
 



- 30 - 
 



- 31 - 
 



- 32 - 
 



- 33 - 
 



- 34 - 
 



- 35 - 
 



- 36 - 
 

 



- 37 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- 38 - 
 



- 39 - 
 



- 40 - 
 



- 41 - 
 



- 42 - 
 

 
 

 
 

FAX  



- 43 - 
 

 
 

 

 

 

 
 

 



- 44 - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



- 45 - 
 

 

 
 

 



- 46 - 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 



- 47 - 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



- 48 - 
 

 
 



- 49 - 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 



- 50 - 
 

 



- 51 - 
 

 



- 52 - 
 



- 53 - 
 



- 54 - 
 

 



- 55 - 
 

 



- 56 - 
 



- 57 - 
 

 
 



- 58 - 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- 59 - 
 

 

 

 



- 60 - 
 

 



- 61 - 
 

 

 

 
    

 

 

 
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 

  

  
 

 
 

 
 

 



- 62 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 63 - 
 

 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



- 64 - 
 

10

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



- 65 - 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 66 - 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 



- 67 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 



- 68 - 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



- 69 - 
 

 

 

 
 



- 70 - 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



- 71 - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- 72 - 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



- 73 - 
 

 

 

 



- 74 - 
 

 

 



- 75 - 
 

 

 
 

 
 

 

 



- 76 - 
 

 

 
 

 
 
 
 
 



- 77 - 
 

 

 

 

 



- 78 - 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



- 79 - 
 

 

 

 

 
 

 

 



- 80 - 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 81 - 
 

 

 

出勤時に指導員同行 指導員訪問（12:00） 指導員訪問

指導員訪問

指導員訪問
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http://www.jeed.or.jp/data/disability/occupation/list.html#sec04 

http://www.jeed.or.jp/activity/education/h21_kaizen_jirei.html 

http://www.jeed.or.jp/data/disability/employment/emp_ls_comic.html 

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishako
you/shisaku/jirei/tomonihataraku.html 
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❖お問い合わせ❖

障害者の職業訓練実践マニュアル等に関するお問い合わせ（ＣＤによる提供も行っております。）
　独立行政法人　高齢・障害・求職者雇用支援機構
　　障害者職業総合センター　職業リハビリテーション部指導課
　　　〒261-0014　千葉県千葉市美浜区若葉3-1-3　TEL：043-297-9030
職業訓練の指導技法等に関するお問い合わせ
　国立職業リハビリテーションセンター　　　　　職業訓練部　TEL：04-2995-1713
　国立吉備高原職業リハビリテーションセンター　職業訓練部　TEL：0866-56-9003
（指導技法等に関するご質問や施設見学のお申し込みを随時受け付けております。）
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職業リハビリテーションに関する各種報告書

　国立職業リハビリテーションセンター（埼玉県）、国立吉備高原職業リハビリテーションセンター（岡山
県）では、精神障害者、発達障害者、高次脳機能障害者を含む職業訓練上特別な支援を要する障害
のある人を積極的に受入れ先導的な職業訓練を実施するとともに、その成果を基に効果的な職業訓
練の内容や指導技法等を他の障害者職業能力開発校等に提供しています。詳しくは以下までお問い
合わせください。

≪お問い合わせ先≫
国立職業リハビリテーションセンター  
職業訓練部  TEL:04-2995-1713
国立吉備高原職業リハビリテーションセンター  
職業訓練部  TEL:0866-56-9003

[専門訓練コース設置・運営サポート事業]
　特別支援障害者等を専門に受入れる訓練コースを設置している、または今後設置することを検討し
ている障害者職業能力開発校及び職業能力開発校を対象に、当該校の訓練計画や訓練環境、支援
ニーズ等に基づき個別の支援プログラムを作成し、訓練コースの設置・運営を支援する『専門訓練コー
ス設置・運営サポート事業』を実施しています。 

[指導技法等体験プログラム]
　特別支援障害者等の職業訓練内容や専門訓練コースの設置方法等について、訓練場面の見学
や訓練体験等により理解を深めていただき、新たな受入れや受入れの拡大に向けた今後の検討の参
考にしていただくことを目的に、機構営障害者校を会場として『指導技法等体験プログラム』を開催して
います。
　特別支援障害者等の受入れの有無を問わず、職業能力開発施設等で職業訓練を担当される方や
都道府県職業能力開発主管課で障害者職業訓練の企画を担当される方等にご参加いただいており
ます。 

[障害者職業訓練推進交流プラザ]
　障害のある人の職業訓練に関する実践的・先導的な取組みについて情報共有、意見交換等を行う
ことにより、効果的かつ円滑な障害者職業訓練の推進に資することを目的に、厚生労働省との共同に
より『障害者職業訓練推進交流プラザ』を開催しています。
　この『障害者職業訓練推進交流プラザ』は、毎年11月上旬頃に障害者職業総合センターを会場に
開催し、障害のある人の職業訓練を実施している、または障害のある人の受入れを検討している施設
等（障害者職業能力開発校、一般の職業能力開発校、民間の障害者職業能力開発施設、障害者委
託訓練受託施設、都道府県職業能力開発主管課）の方に幅広くご参加いただいております。

　　▶▶平成25年度のご案内はこちら
　　　　※平成25年度の申込みは受付を終了しました。多数のお申込みをいただき、ありがとうございました。 

[職業訓練実践マニュアル等]
　特別支援障害者の受入れやより効果的な職業訓練の実施に必要な指導技法等を平成22年度か
ら障害別に順次『職業訓練実践マニュアル』としてとりまとめ、障害者の職業訓練に携わる職業能力
開発施設等へ配布しています。この『職業訓練実践マニュアル』には、職業能力開発施設において、そ
のまま、あるいは加工してご活用いただけるよう、職業訓練に必要となる訓練教材等一式を収録した
CDも添付しています。教材や支援ツールについてはデータ（CD収録）提供をさせていただきます。上記
の問い合わせ先までご連絡ください。
　なお、機構営障害者校が開発した最新の指導技法等を障害別にとりまとめ、平成21年度までに発
刊した『職業訓練の実践研究報告書』等もございますので、あわせてご活用ください。 

※各マニュアル等の「タイトル」をクリックすると、紹介ページに移行し、PDFファイルをダウンロードする
ことができます。

身体障害のある人に対する職業訓練  

発刊年度 タイトル
平成23年度 「職業訓練実践マニュアル　重度視覚障害者編Ⅱ　～企業との協力による職業訓練等～」  
平成22年度 「職業訓練実践マニュアル　重度視覚障害者編Ⅰ　～施設内訓練～」 
平成20年度 「上肢に障害を有する者に対する職業訓練の実践研究報告書　事務系職種編」 
平成20年度 「上肢に障害を有する者に対する職業訓練の実践研究報告書　製造系職種編」 
平成19年度 「視覚障害者に対する効果的な職業訓練を実施するために～指導・支援者のためのQ&A～」 
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